
　

今
年
度
20
歳
を
迎
え
る
皆
さ
ん
か
ら
、

実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
実
行
委
員
会

で
は
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
役
割
を

決
め
て
企
画
・
運
営
を
し
ま
す
。
一
生
に

一
度
の
二
十
歳
の
お
祝
い
の
会
を
皆
さ
ん

の
手
で
作
り
あ
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
状

況
に
よ
り
、
内
容
が
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

二
十
歳
の
つ
ど
い
開
催

と　

き　
令
和
５
年
１
月
９
日
（
月
・
祝
）

13
時
〜
16
時
（
予
定
）

と
こ
ろ　
ア
ゼ
リ
ア
お
お
た
け（
大
竹
会
館
）

対　

象　

平
成
14
年
４
月
２
日
生
ま
れ
〜

平
成
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

募
集
人
数　
10
人
程
度

申
し
込
み　

９
月
30
日
㈮
ま
で
に
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
に
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
出

身
小
・
中
学
校
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

タ
イ
ト
ル
を
「
二
十
歳
の
つ
ど
い
実
行
委

員
会
メ
ン
バ
ー
募
集
」
と
付
け
て
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

seigaku@
city.otake.hiroshim

a.jp

　
７
月
は
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
」

な
ら
び
に
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

全
国
強
調
月
間
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
行

事
が
全
国
で
行
わ
れ
ま
す
。

　

市
内
で
は
、
青
少
年
非
行
防
止
実
行
委

員
会
の
構
成
機
関
・
団
体
が
協
力
し
、
巡

回
広
報
活
動
、
共
同
街
頭
補
導
お
よ
び
巡

回
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

青
少
年
の
非
行
や
犯
罪
防
止
、
健
全
育
成

に
つ
い
て
地
域
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
き

ま
し
ょ
う
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
例
年
よ
り
規
模

を
縮
小
し
て
実
施
し
ま
す
。

と　

き　

７
月
２
日
㈯　

13
時
〜
15
時

（
12
時
30
分
開
場
）

と
こ
ろ　
ア
ゼ
リ
ア
ホ
ー
ル

内　

容

○

「
ひ
ま
わ
り
の
譜う
た
合
唱
」

○

式
典

○

講
演
会

　
テ
ー
マ
「
守
り
た
い
！
子
ど
も
の
安
全
」

　
講
師
：
岡　
真
裕
美
さ
ん

　
　
　
　
（
子
ど
も
安
全
講
師
）

○

中
学
生
意
見
発
表

こ
ち
ら
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
︑

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
関
連
ペ
ー
ジ
に

ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
︒

二は

た

ち

十
歳
の
つ
ど
い
実
行
委
員
会

メ
ン
バ
ー
募
集

　
　

問
い
合
わ
せ

　
　
　

生
涯
学
習
課　

☎
53
５
８
０
０

自分自分たちでたちで
企画企画・・運営を運営を

スローガン
★地域ぐるみで　青少年を守ろう　育てよう
★犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

7月2日㊏ 13時▶15時
アゼリアホール

市民 の つどい
問い合わせ
　青少年育成センター
　（生涯学習課内）
　☎28-5680

消防団員募集
消防団は若い力、女性の力を
必要としています。
自分の大切な町、大切な人を
一緒に守りましょう。
問い合わせ　消防本部消防課
☎53-7708

中学生交歓交流事業
中 止

問い合わせ　生涯学習課　☎28-5680

　沖縄県豊見城市と大竹市の中学生が毎
年相互に訪問し、平和学習などの交流を
行う「中学生交歓交流事業」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止し
ます。

４回目接種について
　追加（３回目）接種から５カ月経過後に接種が
可能です。
対　象　①60歳以上の方②18歳以上60歳未満で
基礎疾患がある方、その他重症化リスクが高いと
医師が認める方
※ ②の方で接種希望者は保健医療課へ接種券の交
付申請の手続きをしてください。

追加（３回目）接種について
　18歳以上は、２回目の接種を完了してから４カ
月目に到達した方に対して、順次、追加（３回目）
接種券を送付しています。個別接種または集団接
種で早めに接種を受けてください。
　12歳～ 17歳の追加（３回目）接種を開始してい
ます。この年齢の方は、ファイザー社製ワクチン
のみ使用可能です。そのため、個別接種のみとな
ります。

小児（５～11歳）接種について
　個別接種のみ行っています。小児ワクチンは、
12歳以上が使用するワクチンとは種類が異なり
ます。接種は任意であり「努力義務」は適用されて
いません。

初回（1・2回目）接種希望者の方へ（12歳以上の方）
　現在、市で予約を集約していますので、希望さ
れる場合は、新型コロナウイルスワクチン接種専
用電話へ。

武田社ワクチン（ノババックス）の接種（1～3回目）について
　県が武田社ワクチン（ノババックス）の接種会
場を設置します。詳しくは、県ホームページを確
認してください。８月上旬（予定）に市内でも接種
できるよう、現在準備しています。
詳しくは新型コロナウイルスワクチン接種専用
電話へ。

※ 各接種について詳しくは、接種券に同封したチ
ラシをご覧ください。

ワクチン相談窓口など
・ 広島県新型コロナウイルスワクチン接種相談
窓口（専門的・一般的相談窓口）

電 　 話 082-513-2847
ファクス 082-211-3006
24時間・土・日曜日、祝日対応
・ 新型コロナウイルスワクチン
接種の総合案内
　コロナワクチンナビ
大竹市でのワクチン接種の最新情報については、
市ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に関する公的関与の既定の適用

重症化リスクの高い基礎疾患のある方
１以下の病気や状態の方で、通院・入院している方
１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変など）
５． インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病
気を併発している糖尿病

６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
８． ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受
けている

９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10． 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた

状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12． 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害

とが重複した状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14． 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、

精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立
支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当
する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方
＊  BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

C O V I D - 1 9
V A C C I N E

大竹市での 新型コロナウイルス感染症の

ワクチン接種のお知らせVOL.14
大竹市新型コロナウイルスワクチン専用電話　☎28-1611
受付時間 8 時 30 分～ 17 時（土・日曜日、祝日除く）

接 種 費 用（無料）
ワクチン接種（任意）
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↑

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

の
長
期
化
に
よ
り
、
子
育
て
と
仕
事
を
一

人
で
担
う
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
、
特
別
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

対　

象

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
る
方

②
公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受
給
し
て
お

り
、
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
方
（
既

に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し
て

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ
け
で
は
な

く
、
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い

れ
ば
、
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
が
全
額
ま
た
は
一
部
停
止

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
方
も
対
象
と
な

り
ま
す
）

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収

入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

※
②
ま
た
は
③
に
該
当
す
る
方
で
あ
っ
て

も
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と

り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

分
）
の
支
給
を
既
に
受
け
て
い
る
方
、
ま

た
は
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
決
定
し
て
い

る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
額

　
一
世
帯
５
万
円

　
第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
５
万
円

受
給
手
続
き

　

支
給
対
象
者
②
③
に
該
当
す
る
方
は
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
①
に
該
当
す
る

方
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

必
要
書
類

　

支
給
対
象
者
②
の
う
ち
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い

方
、
ま
た
は
③
の
方

・
申
請
書（
福
祉
課
に
備
え
付
け
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き

ま
す
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

・
申
請
者
本
人
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

・
申
請
者
本
人
と
支
給
対
象
児
童
の
戸
籍

謄
本
ま
た
は
抄
本
（
既
に
児
童
扶
養
手

当
の
受
給
資
格
者
と
し
て
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
不
要
で
す
）

対　

象

　
次
の
２
つ
の
要
件
に
該
当
す
る
方

※
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）
を

受
け
取
っ
た
方
は
除
き
ま
す
。

○

令
和
４
年
４
月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
児
童
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
、
ま
た

は
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年

４
月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童

の
養
育
者

※
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
、
法

人
は
対
象
外
で
す
。

○

令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
の
方
、
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
令
和
４

年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変
し
、

住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た

方
（
家
計
急
変
者
）

※
住
民
税
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
方

は
、
非
課
税
を
確
認
後
、
支
給
し
ま
す
。

収
入
が
な
か
っ
た
な
ど
の
理
由
で
申
告
し

て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
市
民
税
務
課
で

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
障
害
の
状
態
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
は
確
認
す
る
た
め
の
書
類

・
簡
易
な
収
入
額
等
の
申
立
書

・
令
和
２
年
２
月
以
降
の
収
入
を
証
明
す

る
書
類
（
給
与
明
細
書
・
公
的
年
金
証

書
な
ど
）

支
給
額　
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

受
給
手
続
き

手
続
き
が
不
要
な
方

①
児
童
手
当
の
受
給
者
（
公
務
員
を
除
く
）

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

で
、
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
方
（
該
当
す
る
方
に
は
通

知
を
し
、
随
時
支
給
）

手
続
き
が
必
要
な
方

②
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童
の

み
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
方

（
該
当
す
る
方
に
は
７
月
中
旬
に
申
請

書
類
を
送
付
）

③
そ
の
他
の
支
給
対
象
者

申
請
書
類
（
③
の
方
の
場
合
）

・
申
請
書

・
申
請
者
（
収
入
金
額
の
高
い
方
）
の
本

人
確
認
書
類
の
写
し

・
申
請
者
と
児
童
の
関
係
を
確
認
で
き
る

書
類
の
写
し

ひ
と
り
親
世
帯
分

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金

問い合わせ
　福祉課　☎59-2148

・
申
請
者
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
写
し

・
簡
易
な
収
入（
所
得
）見
込
額
の
申
立
書

・
申
請
者
、
配
偶
者
な
ど
の
令
和
４
年
１

月
以
降
の
１
カ
月
の
収
入
額
が
分
か
る

書
類
（
給
与
明
細
書
な
ど
）

※
申
請
書
・
申
立
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
限　

令
和
５
年
２
月
28
日
㈫
ま
で

に
福
祉
課
へ
。

　

市
の
福
祉
医
療
に
は
、
①
重
度
心
身
障

害
者
医
療
、
②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
、

③
こ
ど
も
医
療
、
④
精
神
障
害
者
医
療
の

制
度
が
あ
り
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
保

険
適
用
外
の
も
の
は
除
き
ま
す
。

　

現
在
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
更

新
時
に
引
き
続
き
受
給
資
格
が
あ
れ
ば
、

新
し
い
受
給
者
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証
は

返
却
す
る
か
、
ご
自
身
で
確
実
に
破
棄
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
転
出
や
所
得
制
限
な
ど
で
受
給

資
格
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
受
給
者
証
を

必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
下
表
の
基
準
に
該
当
し
、
ま
だ

認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
所
定
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
認
定
に
は
審
査

が
あ
り
ま
す
）

申
請
・
返
却

　

受
給
者
証
の
返
却
や
認
定
申
請
を
さ
れ

る
方
は
、
保
健
医
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課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

福祉医療制度
新しい受給者証は
７月下旬に郵送

問い合わせ
　保健医療課　☎59-2141

区　分 助成の対象となる方 所得制限 受診時一部負担

①重度心身障害者
医療

・身体障害者手帳１級～３級、
療育手帳Ⓐ、A、Ⓑをお持ちの方。
ただし65歳以上の方で、後期高
齢者医療制度の障害認定要件に
該当する方は後期高齢者医療に
加入した場合のみ助成されま
す。

・本人所得が169万5千円未満
かつ扶養義務者所得が628万7
千円未満であること。
（扶養人数などにより基準額は
変わります。）
※継続して常時、人工呼吸器な
ど装着をしている方は、所得制
限が緩和される場合がありま
す。

・医療機関
１日200円、医療機関ごとに、
通院は月4日まで、入院は月14
日まで必要。
・保険薬局（処方箋などによる
薬代）
一部負担金は必要ありません。

②ひとり親家庭等
医療

・ひとり親の家庭などで令和５
年３月末時点で18歳以下の児童
とその児童を養育している父親
または母親など。
・父母のいない令和５年３月末
時点で18歳以下の児童。

・所得税非課税の世帯の方。（平
成22年度税制改正前基準によ
る。）
ただし住民票が別でも生計が同
一である扶養義務者は所得制限
の審査対象になります。

・医療機関
１日500円、医療機関ごとに、
通院は月4日まで、入院は月14
日まで必要。
・保険薬局（処方箋などによる
薬代）
一部負担金は必要ありません。

③こども医療 ・０歳～15歳（中学校卒業まで）
の児童。

・所得制限無し。

④精神障害者医療

・精神障害者手帳１級と自立支
援医療受給者証（精神通院）の
交付を受けている方。
ただし65歳以上の方で、後期高
齢者医療制度の障害認定要件に
該当する方は後期高齢者医療に
加入した場合のみ助成されま
す。

・本人所得が169万5千円未満
かつ扶養義務者所得が628万7
千円未満であること
（扶養人数などにより基準額は
変わります）

・医療機関
１日200円、医療機関ごとに、
通院は月４日まで。
※入院は対象外
・保険薬局（処方箋などによる
薬代）
一部負担は必要ありません。

住民税非課税相当の収入の目安
世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額（年額）

２人（例）夫（婦）＋子１人 146.9万円
３人（例）夫婦＋子１人 187.7万円
４人（例）夫婦＋子２人 232.7万円
５人（例）夫婦＋子３人 277.7万円
６人（例）夫婦＋子４人 322.7万円

（注）世帯人数は、次の合計人数です。
・申請者（収入金額の高い方）
・同一生計配偶者（収入金額103万円以下の方）
・扶養親族（16歳未満の方も含みます）
（注）申請者の年間収入見込み額が、非課税相当収入限度額以
下となることが要件の１つです。

厚生労働省
コールセンター

受付時間
９時～ 18時
（土・日曜日、祝日を除く）

0120-400-903
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